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２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
42
号　
三
原
市
消
防
長
及

び
消
防
署
長
の
資
格
を
定
め
る

条
例
制
定
に
つ
い
て

【
要
旨
】「
地
域
の
自
主
性

及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め

の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
」
い
わ
ゆ
る
地
域
主

権
改
革
第
３
次
一
括
法
に
よ

り
、
消
防
組
織
法
の
改
正
が

さ
れ
、
消
防
長
及
び
消
防
署

長
の
資
格
に
つ
い
て
、
政
令

で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て

条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ

た
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制

定
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問  

条
例
制
定
に
お
い
て
自

主
性
・
自
立
性
が
出
さ
れ
て

い
る
の
か
。

答  

今
回
の
改
正
は
、
法

律
・
政
令
・
省
令
な
ど
で
、

自
治
体
に
課
せ
ら
れ
て
い

た
、
義
務
付
け
・
枠
付
け
を

取
り
払
い
、
自
治
体
の
判
断

で
、
地
域
事
情
を
加
え
て
条

例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
な
っ
た
が
、
こ
の
条

例
制
定
に
お
い
て
は
、
従
前

の
政
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る

基
準
を
参
酌
、
す
な
わ
ち
、

充
分
に
参
照
し
妥
当
性
を
検

討
し
た
う
え
で
制
定
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

　
本
市
で
は
、
妥
当
性
に
つ

い
て
検
討
を
行
っ
た
が
、
本

市
の
地
域
事
情
を
加
え
る
必

要
は
無
い
と
判
断
し
、
従
来

の
基
準
を
参
酌
し
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
あ
る
。

問  

こ
の
条
例
制
定
で
、
消

防
行
政
が
変
わ
る
こ
と
が
あ

る
の
か
。

答  

政
令
で
定
め
て
い
る
基

準
に
つ
い
て
、
条
例
で
制
定

す
る
た
め
、
消
防
行
政
が
変

わ
る
も
の
で
は
な
い
。

議
第
43
号　
広
島
県
市
町
総
合

事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事

務
の
変
更
及
び
広
島
県
市
町
総

合
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ

い
て

【
要
旨
】
広
島
県
市
町
総
合

事
務
組
合
の
構
成
団
体
で
あ

る
竹
原
市
か
ら
、
非
常
勤
職

員
に
係
る
公
務
災
害
補
償
事

務
等
の
共
同
処
理
に
加
わ
り

た
い
と
の
申
し
出
が
り
、
共

同
処
理
す
る
事
務
の
変
更
及

び
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い

て
、
地
方
自
治
法
第
２
９
０

条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の

議
決
を
求
め
た
い
と
す
る
も

の
。

　
採
決
の
結
果
、
全
員
一
致

提
案
理
由
を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し
た
。

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
44
号
「
三
原
市
障
害
程

度
区
分
認
定
審
査
会
の
委
員

の
定
数
等
を
定
め
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
議
第
44
号
は
、「
障

害
者
自
立
支
援
法
」
が
、

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」、「
障
害

者
総
合
支
援
法
」
と
な
り
、

「
障
害
程
度
区
分
」
の
用
語

が
「
障
害
者
支
援
区
分
」
と

な
る
こ
と
に
伴
い
、
審
査
会

の
名
称
を
変
更
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問  
認
定
審
査
会
の
構
成
や

開
催
状
況
は
。

答  

審
査
会
の
委
員
は
、
障

害
者
等
の
保
健
又
は
福
祉
に

関
す
る
学
識
経
験
を
有
す

る
、
医
師
、
社
会
福
祉
士
、

保
健
師
及
び
事
業
所
の
従
事

者
等
の
10
名
で
、
５
名
ず
つ

の
２
班
に
構
成
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
認
定
審
査
会

は
、
毎
月
２
回
、
各
班
１
回

ず
つ
開
催
さ
れ
て
お
り
、
昨

年
度
は
、
２
２
１
件
の
認
定

を
行
っ
た
。

問  

審
査
会
の
名
称
変
更
の

必
要
性
は
。

答  

こ
れ
ま
で
は
、
障
害
者

自
立
支
援
法
に
お
い
て
、
障

害
程
度
区
分
が
、
心
身
の
状

態
を
総
合
的
に
示
す
も
の
と

し
て
、
障
害
の
程
度
、
重
さ

と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
た
。

今
回
の
法
令
改
正
に
よ
り
、

障
害
の
多
様
な
特
性
や
そ
の

他
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
て

必
要
と
さ
れ
る
標
準
的
な
支

援
の
度
合
い
を
示
す
も
の
で

あ
る
、
障
害
支
援
区
分
と
し

て
、
定
義
変
更
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
名
称
を
程
度
か
ら
支

援
に
変
更
す
る
も
の
で
あ

る
。

議
第
45
号
「
三
原
市
社
会
教

育
委
員
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
」

【
要
旨
】
議
第
45
号
は
、
第

３
次
一
括
法
に
よ
り
、
社
会

教
育
法
が
改
正
さ
れ
、
社
会

教
育
委
員
の
委
嘱
基
準
に
つ

い
て
、
文
部
科
学
省
令
で
示

す
基
準
を
参
酌
し
て
地
方
公

共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
た
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問  

社
会
教
育
委
員
の
委
嘱

基
準
は
。

答  

社
会
教
育
委
員
に
は
、

従
前
か
ら
子
育
て
サ
ー
ク
ル

の
リ
ー
ダ
ー
や
、
子
育
て
サ

ポ
ー
タ
ー
等
の
家
庭
教
育
の

向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う

者
が
選
任
さ
れ
て
い
た
が
、

委
嘱
基
準
が
条
例
委
任
さ
れ

た
こ
と
に
伴
っ
て
、
条
例
に

お
い
て
新
た
に
明
記
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
、
提
案
理
由
を
了
と
し
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

福
祉
文
教
委
員
会

三原市消防本部
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行
政
視
察
報
告

　

１
月
27
日
香
川
県
高
松

市
、
28
日
徳
島
県
徳
島
市
へ

行
政
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

香
川
県
高
松
市

「
高
松
丸
亀
町
商
店
街
の
再
開

発
事
業
に
つ
い
て
」

高
松
丸
亀
町
商
店
街
振
興
組
合

理
事
長　
古
川
康
造
氏
の
説
明

よ
り

　
高
松
丸
亀
町
商
店
街
の
再

開
発
は
、
身
の
丈
に
あ
っ
た

再
開
発
を
自
分
た
ち
で
行
っ

た
こ
と
。

　
留
意
し
た
点
。

①
土
地
問
題
と
居
住
人
口
の

問
題
の
解
決

②
商
店
街
を
7
つ
に
区
切

り
、
各
街
区
に
役
割
を
持
た

せ
て
全
体
を
開
発

③
土
地
の
所
有
と
利
用
を
分

離
し
た
新
し
い
開
発
手
法
を

と
る

④
大
型
店
や
ハ
コ
モ
ノ
に
頼

ら
ず
、
面
と
し
て
の
開
発
を

行
う

⑤
小
規
模
連
鎖
型
開
発
を
行

う
　
い
か
に
こ
の
ま
ち
に
居
住

者
を
取
り
戻
す
か
。
再
開
発

ビ
ル
の
上
層
階
に
高
齢
者
向

け
の
住
宅
整
備
を
行
い
、
全

体
で
約
４
０
０
戸
、
１
，

５
０
０
人
の
居
住
者
を
商
店

街
に
取
り
戻
し
て
い
る
。

　
地
権
者
全
員
同
意
に
よ
る

土
地
の
所
有
権
と
利
用
権
を

分
離
。

　
地
権
者
は
共
同
出
資
で
つ

く
っ
た
ま
ち
づ
く
り
会
社
と

62
年
間
の
定
期
借
地
権
の
設

定
を
行
い
、
ま
と
め
て
共
同

出
資
会
社
に
一
旦
貸
す
。
定

期
借
地
権
制
度
を
使
う
こ
と

で
地
権
者
の
権
利
は
き
ち
ん

と
保
持
さ
れ
た
ま
ま
、
ま
ち

を
白
紙
に
し
、
ま
ち
づ
く
り

を
し
て
い
く
う
え
で
、
商
業

者
の
目
線
で
は
な
く
、
居
住

者
の
目
線
に
置
き
、
高
齢
化

と
人
口
減
に
対
応
す
る
べ

く
、
テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ
ク
ス
と

い
う
作
業
を
合
理
的
に
行
え

ば
、
一
切
車
に
依
存
せ
ず
暮

ら
し
て
い
け
る
、
居
住
者
に

と
っ
て
快
適
な
ま
ち
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
平
成
22
年
10
月
に
は
、
自

治
医
大
と
連
携
し
た
診
療
所

を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
。
自
分

た
ち
の
町
医
者
を
も
う
一
度

自
分
た
ち
で
つ
く
ろ
う
と
い

う
も
の
。

　
今
後
は
、
残
る
3
街
区
に

つ
い
て
、
検
討
中
で
あ
る
。

徳
島
県
徳
島
市

「
阿
波
踊
り
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
」

　
＂見
せ
る
踊
り＂�

へ

　
昭
和
45
年
の
大
阪
万
博
を

機
に
地
域
で
行
っ
て
い
た
祭

り
と
踊
り
を
見
せ
る
踊
り
に

統
一
し
、
46
年
か
ら
徳
島
市

観
光
協
会
と
徳
島
新
聞
社
の

主
催
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

会
計
は
、
徳
島
市
観
光
協
会

の
特
別
会
計
。

　

阿
波
お
ど
り
を
見
る
に

は
、
有
料
演
舞
場
４
ヵ
所

（
２
部
の
入
替
制
）
の
チ

ケ
ッ
ト
を
購
入
す
る
、
無
料

演
舞
場
２
ヵ
所
で
み
る
、
ス

テ
ー
ジ
で
の
選
抜
阿
波
お
ど

り
大
会
を
鑑
賞
す
る
。
の
３
通

り
が
あ
る
。
チ
ケ
ッ
ト
も
全
国

購
入
で
き
る
よ
う
コ
ン
ビ
ニ

販
売
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

　
阿
波
お
ど
り
会
館
で
は
、

昼
は
３
回
専
属
の
連
が
、
夜

は
有
名
連
が
日
替
わ
り
で
お

ど
り
、
一
年
中
楽
し
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　
平
成
25
年
度
か
ら
、
少
子

化
に
よ
る
担
い
手
不
足
解
消

の
た
め
、
市
内
小
学
校
31
校

の
う
ち
、
４
校
を
モ
デ
ル
校

と
し
て
総
合
学
習
の
中
で
阿

波
踊
り
の
歴
史
、
正
調
踊
り

の
出
前
育
成
講
座
を
行
っ
て

い
る
。

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
49
号　
三
原
市
営
住
宅
設

置
、
整
備
及
び
管
理
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

【
要
旨
】
関
係
法
令
の
改
正

に
よ
り
、
市
営
住
宅
の
入
居

資
格
等
を
変
更
し
、
適
正
な

市
営
住
宅
の
管
理
運
営
を
行

う
た
め
本
市
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問  

今
回
の
改
正
で
、
適
正

な
市
営
住
宅
の
管
理
運
営
を

行
う
た
め
に
追
加
さ
れ
た
規

定
の
う
ち
、「
入
居
者
の
費

用
負
担
義
務
」
に
つ
い
て
、

「
市
長
は
特
に
や
む
を
得
な

い
と
認
め
た
と
き
は
、
入
居

者
に
負
担
さ
せ
な
い
こ
と
が

で
き
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の

内
容
は
。

答  

建
替
え
等
に
伴
う
募
集

停
止
に
よ
り
入
居
者
が
減

り
、
負
担
が
増
え
た
浄
化
槽

清
掃
維
持
管
理
費
用
等
に
つ

い
て
は
負
担
を
緩
和
し
た

い
。

問  

今
回
の
改
正
の
中
に
、

入
居
者
の
資
格
に
つ
い
て
、

「
不
良
な
入
居
者
」
を
排
除

し
、
本
当
に
住
宅
に
困
っ
て

い
る
方
に
住
宅
を
供
給
す
る

た
め
の
規
定
が
あ
る
が
、「
不

良
な
入
居
者
」
を
入
居
時
点

で
ど
の
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
さ

れ
て
い
る
の
か
。

答  

過
去
に
他
市
も
し
く
は

県
営
住
宅
等
で
明
け
渡
し
に

相
当
す
る
よ
う
な
行
為
が

あ
っ
た
か
否
か
を
公
文
書
で

照
会
す
る
な
ど
し
て
、
事
前

の
調
査
を
し
て
い
る
。

議
第
50
〜
59
号　
市
道
路
線
の

認
定
ま
た
は
廃
止
に
つ
い
て

【
要
旨
】
市
道
路
線
の
認
定

ま
た
は
廃
止
に
つ
い
て
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問  

市
道
路
線
の
認
定
に
つ

い
て
、
県
か
ら
県
道
区
域
の

移
管
を
受
け
る
場
合
の
引
渡

し
方
法
は
。

答  

市
が
管
理
す
る
上
で
必

要
な
施
設
の
補
修
や
整
備
を

県
が
行
っ
た
後
に
、
引
き
渡

し
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。

採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
、

提
案
理
由
を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し
た
。

生
活
経
済
委
員
会

建
設
都
市
委
員
会

募集停止となっている市営住宅
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